
 
 

指導基準違反の通報等の流れ 

サービスに関する苦情申し立ての流れ 

要介護認定等に対する不服申し立ての流れ 

法 律 等 で 定 め ら れ た 苦 情 等 の 流 れ 
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国国  保保  連連  合合  会会  

176 条 
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（（地地域域包包括括支支援援セセンンタターー））  

介介護護保保険険審審査査会会  
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（介護保険法） 

77 条, 78 条の 9, 84 条, 

92 条, 104 条, 114 条,  

115 条の 8・17・26 

第 12 章 

（183 条～196 条） 

（指定基準） （苦情等） （要介護認定）


